
書式第 12号 (法第 28条関係)

令和元年度  事 業 報 告 書

平成 31年 4月 1日 から  令和 2年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 日本双極性障害団体連合会

1 事業の成果

令和元年度は、事務所と区民集会所を主な活動場所とし、各事業を展開した。

例会その他の交流方法による当事者間の相互扶助活動事業を地方へと展開した。

また、一般の参加者も含めた双極性障がいについての講演会の実施等による啓発教育活動事業、

そして双極性障がいの正しい理解と知識をより普及させることを目的とした会議の発行等による

啓発教育活動を行った。

2 事業の実施に関する事項

事業名 事 業 内 容 実 施
日 時

実 施

場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費の

金額

(千円)

双極性障がし」
についての目
発教育事業 |

講演会事業 |

当会の活動について広く市
民に知っていただくこと及
び双極性障がいに関連した
啓発教育として学術講演及
び分科会を実施した。

令和元年
5月 25日

名古屋市

名古屋市
中スポーツセンター

30人

会員及び  |
双極性障がい

|

に関心のある
|

一般市民  |
250人

36

令和元年
11月 22日

大阪市

大阪市
産業創造館

令和元年
11月 23日

名古屋市

名古屋市

中スポーツセンター

令和2年

1月 12日

品川区

ⅢT東 日本
関東病院

双極性障がい当事者等の交
流の場となる例会 (集い)

を1か月に1回から2回、家
族会を2か月に1回開催 し

た。
話 し合いの内容 :

1自 己紹介、体験談、
|テーマ討論

1月 から12月

(例会は毎
月、家族会
は隔月)

品川区

大井第二

区民集会所
他

のペ

20人

会員及び
双極性障がい

に関心のある
一般市民

500人

45

し

事者に対
る相互扶助

会 (集い)



阪極性障がい

1当事者に対す

畠
相互扶助事

イ.

地方会・支部
支援事業

部内で実施される例会に参
カロが難しい地方在住者に対
し例会参加の機会を増やす
ため、東京都以外にいくつ
か地方会・支部を設置し
た。各支部での活動経費と
して、補助金を交付してい
る。

1月 から12月

(各支部の

開催頻度に
より、毎月
から隔月)

事務所、

岩手県、

宮城県、

埼玉県、

神奈川県、

静岡県、

愛知県、

富山県、

二重県、

岐阜県、

滋賀県、

京都府、

大阪府、

兵庫県、

香川県、

福岡県、

鹿児島県

20人

会員及び
双極性障がい
に関心のある
一般市民

約200人

141

月刊誌および

出版物の発行
事業

(月 刊誌)

事業

・誌
ア
会

定期的に会議 (月 刊誌)を
発行した。
掲載内容 :主催事業のお知
らせ、双極性障がいに役立
つ薬の難A、 連載コラム、
読者欄、集い・地方会の報
」ヒ

毎月

月1回発行

事務所 他
およそ

20人
会員
およそ700人

817

電相談事業
ア.

電話相談事業

ボ ランテ ィア の相 談 員
(臨床心理士、産業カウ

ンセラー、心理学を学ぶ
大学院生、傾聴ボランテ
ィアの講習会を終了 した
当事者な ど)が、病気の

特 徴 、 家 族 と し て の

対応、就労支援、社会資
源の活用方法等について
電話で相談を受けた。

毎月15回

程度
事務所 14人

会員及び

双極性障がい

に関心のある
一般市民

およそ
1,∞0人

1,126

(2)そ の他の事業

事業名 事 業 内 容 施
時

実

日

施
所

実
場

従事者
の人数

事業費の

金額
(千円)

該当なし
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令和元年度  活動計算書

平成 31年  4月  1日 から 令和  2年  3月 3■ 日まで

特定非普利活動法人 日本双極社障害団体連合会
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Ⅳ 繹常外費用

経常外費用計

税引前当

"正
味財産増減額

法人■、
「

民凛及び事業●
当期T味財産増減額
前期操越正味財産額
次期線き正味財産薇

320,000
2_572_000 2.892.000

1,02,085

0

19■ 500

80

399,418
682.667

103.000
15,5つ 0

80.000

80

0

0

0

0

682667

2.16● 2“

1_792_217

682.667

4■ 800

48■ 559

312.601

276.606

0

0

0

140.000

7,030
15000

1.42_596

0

575,343

92,088
0

1.993

770.424

360,000

57.090

246.620

67,420
194,472

■843

13.290

2.000
0

14.152

6,906

55.000

0

1_021_79■

0

215,185

0

0

0

215,185
0

215,185
16_907_219
17_:22_4(4

単位 :ロ



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和元年度 貸借対照表

令和 2年  3月 31日 現在

特定非営利活動法人 日本双極性障害団体連合会

(単位 :円 )

科
曰

【 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金

預貯金

前払費用

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

敷金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

事務職員賃金

電話相談員旅費交通費

未払金計

預 り金

前受会費

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

退職給与引当金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

784,506

16,394,398

0

17,178,904

0

17,178 904

56,500

0

27,793

0

56,500

0

27,793

707

28,000

0

0

16,907,219

215,185

17,122,404

17,178,904



16 法 28

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本双極性障害団体連合会
1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法 人会計基準協議会 )

によっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

該当なし

く
')引 当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当な し

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービス (ボ ランティアによる役務の提供)の受入れは、活動計算書に計上しています。

また、計上額の算定方法は 「3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載 しています。
(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業別損益の状況

合計科 目

双極性障害につ

いての輸 育

事業
て議演会)

双極性障害当事

者に対する相互

扶助事業

(例会・集い)

双極性ド書当事

者に対する相互

扶助事業

(地方会支援)

月刊誌及び出版

勁の発行事業

(月 刊誌)

相談事乗

(電話相談)
事業部門計 管理部門

0

682,667

0

198,500

0 80

2.892.000

399,418

2,892,000

1,032,085

0

198,500

80

103.000 15,500 80,000

682,667

80.000 682.667 881,167 3,291,498 4.172,665103.000 15,500

1,993

676,343

92,088

676,343

92,088

0

1,993

682,667682,667

0

0

0

0

682,667

682,667 770,424 1,453,091682,667

43,800

360,000

57.090

734,179

580,021

471,078

4,843

13,290

2.000

0

140,000

14,152

13,936

55,000

0

15.000

43,800

0

0

487,559

512,601

276,606

0

0

0

0

140,000

0

7,000

0

0

15.000

360,000

57,090

246,620

67,420

194,472

4,843

13.290

2,000

14,152

6,90G

55,000

389,618

171,179

253,785

2,724

97,579

338,054

4,886

2,820

38,000

275

362

3,368

2,890

140,000

1,211

15,046

15,000

5,800

2,504,3891,482,596 1,021,793141,211 817,306 443,33835,346 44,895

3.957,4801,792,217817.306 1,126,005 2,165,2(0144,895 141,21135,846

1.499.281 215,185△ 44■ :旧8 △ 1,284,096△ 141,211 △ 737,30667.154 △ 29,395

I 経常収益
1・ 受取会費
2.受取寄附金

3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益

経常収益計

Ⅱ 経常費用

(1)人件費

給料手当

退職金 (解肩手当)

退職給付費用

法定福利厚生費
ボランティア綱 in

人件費計

(2)そ の他経費

会場費

地代家賃

光熱水費

通信運搬費

旅費交通費

事業経費

事務用品費

消耗品費

会議費

備品費

補助金

諸会費

支払手数料

福利厚生費

修繕費

交際費

その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



内容 金額 算定方法

相談事業電話相談員

14名 (683時間)

682667 単価は東京都の最低賃金によって、算定しています。

(4～9月 :時給985円 329時間、10～ 3月 :時給1,013円  354時間)

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

4.使途等が制約 された寄附金等の内訳

該当なし

5.固定資産の増減内訳

該当なし

6.借入金の増減内訳

該当なし

7.役員及びその近規者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

※事務所家賃 (平成31年4月 から令和2年3月 分)

8.そ の他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費 と管理費の技分方法

該当なし
。 その他の事業に係る資産の状況

該当なし

科 目

計算書類に

計上された

金額

内役員及び

近親者 との

取引

360,000 360,000

360,000 360,000

(活動計算書)

地代家賃

活動計算書計

(貸借対照表)

前払費用

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和元年度 財産目録

令和 2年  3月 31日現在

特定非営利活動法人 日本双極性障害団体連合会

(単位 :円 )

科
曰

【 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金   現金手許有高

振替口座 ゆうちょ銀行 (振替口座)

通常貯金 ゆうちょ銀行 (総合口座)

普通預金 みずほ銀行経堂支店

普通預金 三菱UFJ銀行小山支店

前払費用

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

敷金

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

事務職員賃金

電話相談員旅費交通費

未払金計

預り金

前受会費

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

退職給与引当金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

78■ 506

9,136,068

443,735

5,771,658

1,042,937

0

17,178,904

0

17,178,904

0

27,793

0

56,500

0

56,500

27,793

707

28,000

0

0

17,122,404



書式第 18号 (法第 28条関係)

令和元年度 年間役員名簿

平成 31年  4月  1日 から    令和 2年 3月  31日 まで

特定非営利活動法人 日本双極性障害団体連合会

役 名 氏   名 住 所 又 は 居 所 就任期間 報酬を受けた

期  間

理事 鈴木 映二
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

理事 辻 松雄
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

哩事 佐藤 拓
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

哩事 堀越 悦子
平成 31年 4月 1日

令和元年6月 30日

無 し

哩事 窪田 信子
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

理事 篠崎 修
平成 31年 4月 1日

令和元年6月 30日

無 し

理事 高橋 清美
令和元年 7月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

監事 天野 裕
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し

監事 久保田 俊一
平成 31年 4月 1日

令和 2年 3月 31日

無 し



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)

社員のうち10人以上の者の名簿

令和 2年 3月  31日 現在

特定非営利活動法人日本双極性障害団体連合会

氏   名 住 所 又 は 居 所

1 岩本 ゆり

2 梅津 浩史

3 尾形 敦子

4 沖本 叔郎

5 鍛治 孝成

6 斎藤 仁

7 墨 龍雄

8 高橋 詩織

9 根岸 昭子

10 波邊 長寿

11

12


